
要介護認定等の資料の本人への提供に関する要綱 

（趣旨） 

第１条 この要綱は、市が介護保険法（平成９年法律第１２３号。以下「法」という。）に

基づく要介護認定及び要支援認定（以下「要介護認定等」という。）の事務において取得

する資料について、被保険者（法第９条に規定する被保険者をいう。以下同じ。）が自己

の要介護認定等に関する処分の根拠となる資料の内容を簡易迅速に知ることができるよ

う、個人情報の保護に関する法律（平成１５年法律第５７号。）第６９条第２項第 1号に

規定の本人への個人情報の提供を行うにあたり、必要な事項を定めるものとする。 

（定義） 

第２条 この要綱において「資料」とは、要介護認定等に係る認定調査票、主治医意見書

及び介護認定審査会資料（認定調査票及び主治医意見書を厚生労働省が配布したコンピ

ュータ・プログラムで処理することにより得た帳票をいう。）をいう。 

２ この要綱において「被保険者」とは、現に船橋市の介護保険被保険者である者及び過

去に船橋市の介護保険被保険者であった者をいう。 

（提供の申出をすることができる者） 

第３条 被保険者は、市長に対し、当該被保険者に係る資料の提供の申出（以下「申出」

という。）をすることができる。 

２ 成年被後見人の法定代理人は、被保険者本人に代わって前項の規定による申出をする

ことができる。 

３ 疾病、事故による傷病その他やむを得ない理由により被保険者本人が申出をすること

ができないと認められる場合には、当該被保険者の委任を受けた代理人は、当該被保険

者本人に代わって申出をすることができる。ただし、前項の法定代理人が申出をするこ

とができる場合を除く。 

（死亡した被保険者の扱い） 

第４条 死亡した被保険者の資料は、この要綱による資料の提供を行わない。 

２ 死亡した被保険者の親族から当該被保険者の資料の申出があったときは、遺族による

死者の個人情報の開示請求を個人情報の保護に関する法律により行うよう教示する。 

（提供の申出） 

第５条 申出は、次に掲げる事項を記載した書面を市長に提出しなければならない。 

⑴ 申出をする者の氏名、住所又は居所及び被保険者との関係 



⑵ 被保険者の被保険者番号、氏名及び住所 

⑶ その他資料を特定するに足りる事項 

２ 前項の場合において、申出をする者は、次に掲げる書類等を提出し、又は提示しなけ

ればならない。 

⑴ 本人による申出の場合 

運転免許証、旅券、個人番号カードその他の本人の顔写真が貼付された身分を証す

る書類で官公署が発行したもの（以下「身分証明書」という。）とする。ただし、身分

証明書を有しない場合にあっては、健康保険の被保険者証、国民年金手帳その他の身

分を証する書類（以下「健康保険被保険者証等」という。）のうち２以上とする。 

⑵ 第３条第２項の法定代理人による申出の場合 

(ｱ) 当該法定代理人の身分証明書。ただし、身分証明書を有しない場合にあって

は、健康保険被保険者証等のうち２以上 

(ｲ) 戸籍謄本、審判決定通知書、登記事項証明書その他の本人の法定代理人であ

ることを証明するもの 

⑶ 同条第３項の代理人による申出の場合 

(ｱ) 当該代理人の身分証明書。ただし、身分証明書を有しない場合にあっては、

健康保険被保険者証等のうち２以上 

(ｲ) 要介護・要支援状態であること、疾病、事故による傷病その他やむを得ない

理由により、被保険者本人が申出をすることが困難なことを証する書類 

(ｳ) 本人の委任状 

（提供の実施） 

第６条 市長は、申出があったときは、申出をした者に対し、申出のあった資料を提供す

るものとする。 

２ 前項の場合において、市長は、個人情報の保護に関する法律第７８条、第７９条及び

第８１条の規定を準用する。 

３ 主治医意見書の申出があったときは、市長は、資料の提供にあたって、当該主治医意

見書を作成した医療機関の意見を聴くものとする。 

４ 資料の提供は、写しの交付により行うものとする。 

５ 市長は、被保険者本人から特段の申出がない場合は、前項に規定する写しの交付に代

えて当該資料に相当する内容を記した書面の交付を行うことができるものとする。 



（費用の負担） 

第７条 前条第４項又は第５項の交付を受ける者は、当該写し等の作成及び送付に要する

費用を負担しなければならない。 

附 則 

１ この要綱は、平成２４年１月１日から施行する。 

２ 要介護認定等に係る資料の開示に関する要綱は、廃止する。 

３ この要綱の施行の際現にされている前項の規定による廃止前の要介護認定等に係る資

料の開示に関する要綱による申出は、この要綱の規定にかかわらず、なお従前の例によ

る。 

附 則 

１ この要綱は、平成３０年４月１日から施行する。 

附 則 

１ この要綱は、令和５年４月１日から施行する。 


